
民間給与の調査
（企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上）
【県内１１８事業所】（母集団２７５事業所）

和歌山県職員給与の調査
（個人別給与：１４，１４１人）

給与改定や
諸手当の支給状況

本県職員の特別給の支給月数と
民間の特別給の支給割合を比較

民間と本県職員（行政職）の給与を比較
役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較

（ラスパイレス方式）

情勢適応の原則
均衡の原則

給料表・手当の改定内容を決定

県議会 県知事

人事院勧告等の内容を検討
（国家公務員）

条例案提出

事業所別調査 従業員別調査

（給与条例の改正）

（過去１年間の支給状況）

〈前年８月から当年７月まで〉

４月分給与（４，８１２人対象）
※給与改定の有無にかかわらず調査

４月分給与
（行政職３，７４６人対象）

（勧告の取扱い決定）

給与勧告の手順

和歌山県人事委員会では、本県職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本
に勧告を行っています。

また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間（前年８月から当年７月まで）の支給実績を精確に把握し、民間の年間
支給割合に本県職員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

ボーナス

人事委員会給与勧告


